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税務動向 
国税庁、2025 年下半期の国税行政運営方案を発表 
 

国税庁は 11 月 3 日（月）、全国税務官署長会議を開催し、「国税行政運営方案」を発表しました。今回の会議では重点課題として「国税行政の

AI 大転換」、「国税滞納管理団の新設」、「現場常駐調査の最小化」等国税行政のパラダイムを変えるための革新方案が議論されました。 

 

主な内容は次の通りです。 

 

主要内容 

 

 

○ AI 時代を先導する国税行政の AI 大転換 

– （推進方向）大々的な投資と改革を通じて納税サービス、税務調査、滞納管理、申告管理等すべての税政プロセスを AI 中心に全面改

編 

– （推進日程）インフラ構築のための予算確保を可能な限り迅速に進め、‘26～‘27 年課題開発および‘28 年本格的な AI サービスの開始

を推進 

– （インフラ構築）課税情報を保護し、国税業務特化モデルを活用するため、最新 GPU を確保して「国税庁専用 AI インフラ」を構築 

– （データ管理）AI 学習に活用されるデータの信頼性を確保するため、記録および証憑資料の管理実態を点検し、記録管理の定型化を推

進 
 

○ 民生経済の回復と成長のための合理的な税政の実現 

– （多角的税政支援）景気低迷、災難・災害により困っている小商工人へ還付金を早期支給し、納付期限の延長、納税担保の免除等

で資金流動性を提供 

– （新成長の後押し）AI 中小企業に R&D 税額控除等の税制優待を案内するために専用の相談窓口を新設し、税務検証も最小化 

– （輸出企業支援）関税被害等で経営上の困難に直面している輸出中小・中堅企業に対して資金流動性の支援、税務検証の排除等

を実施 

– （税務調査慣行革新）定期税務調査時に調査チームが企業に常駐する期間を可能な限り短縮する等調査方式を納税者の観点から

改善 
 

○ 租税正義を立て直す公正税政の実現 

– （全数確認の実施）「国税滞納管理団」を新設して滞納者全数の実態を確認し、類型分類を通じて個々に合わせた徴収体系を構築 

– （調査規模の管理）調査規模は例年の水準を維持し、対内・対外の経済環境と人材状況、調査の必要性等を考慮して柔軟に運営  
 

○ 成功的国政運営を支える安定的な税収確保 

– （申告案内の強化）納税者に合わせた申告案内資料を拡大提供し、業務と関係ない費用の控除、控除限度の超過等ミスによる過少

申告を防止 

– （租税支出の整備）現在施行されている租税支出の全項目を深層分析・評価し、実効性の低い控除・減免制度の発掘および整備を

建議 
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国税庁、雇用創出中小企業に対して税政支援 
 

国税庁は‘26 年に常時勤労者数を‘25 年に比べ 2％・3%（最小 1 名）以上増員させる計画を持っている中小企業に対して、‘24 事業年度（帰

属）法人税・総合所得税の定期税務調査対象選定から除外する税政支援を提供すると明らかにしました。今回の雇用創出中小企業に対する税

政支援対象は、‘24事業年度帰属の収入金額が 1,500 億ウォン以下の租税特例制限法上の中小企業であり、11 月 3 日からホームタックスにて「雇

用創出計画書」を受け付けることができます。 

 

主な内容は次の通りです。 

 

主要内容 

 

 

○ 税政支援の対象 

– ‘24 事業年度（帰属）の収入金額が 1,500 億ウォン以下の租税特別制限法上の中小企業であり、‘26 年に常時勤労者数を‘25 年に

比べ 2％・3%（最小 1 名）以上増員させる計画を持って「雇用創出計画書」を提出し、該当計画を履行した法人および個人事業者 

 

○ 税政支援の内容 

– ‘24 事業年度（帰属）法人税・総合所得税の定期税務調査対象選定から除外 

 

○ 雇用創出計画書の提出方法 

– ホームタックス公認認定書又は ID でログイン：支給明細書・資料提出・公益法人 ⇒ 課税資料の提出 ⇒ 所得・法人税関連資料の提

出 ⇒ 雇用創出計画書の提出 

– 提出期間：‘25.11.3.～12.1. 
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例規・判例 
【裁判所】国内未登録特許権使用料が韓米租税協約上の国内源泉所得に該当するか否かが問題になった事件 

（最高裁判所 2025. 9. 18.宣告 2021 ドゥ 59908 判決、破棄差し戻し） 
 

▣争点 

（全員合議体）国内未登録特許権使用料が韓米租税協約第 6 条第 3 項、第 14 条第 4 項第 a 号にて定めた特許の国内使用に対する対価と

して国内源泉所得に該当するか否か（積極） 

 

▣事案 

国内半導体会社である原告は、アメリカでアメリカ法人から特許侵害訴訟を提起された後、2013 年アメリカ法人とその訴訟を終了しアメリカ法人が

保有したアメリカ登録特許権（以下、「この事件特許権」）に関するライセンスが許可される内容の特許権ライセンスおよび和解契約（以下、「この事

件契約」）を締結した。原告はこの事件契約によりアメリカ法人に使用料（ロイヤリティー、以下、「この事件使用料」）を支払い、課税官庁である被

告に源泉徴収分の法人税を納付した。その後、原告はこの事件使用料が国外にのみ登録され、国内には登録されていない、いわゆる「国内未登録

特許権」に対するものなので、国内源泉所得ではないという従来の判例法理（最高裁判所 2012 ドゥ 18356 判決等）を根拠に被告に納付した源

泉徴収分の法人税の還付を求める更正請求を行ったが、被告がこれを拒否すると、その拒否処分の取り消しを請求した。  

 

判決要旨 

 

 

（…）国内未登録特許権に対する使用料が国内源泉所得に該当するか否か 

 

イ. 関連法理 

韓米租税協約は旧法人税法第 93 条第 8 号にて規定する「使用地を基準にして使用料所得の国内源泉所得該当有無を規定している二重課

税防止協約」に該当する。韓米租税協約による「使用地」を確定するには、まず「使用」の意味を明確にする必要がある。しかし、韓米租税協約は

「使用」の意味を別途定義していない。そのため、韓米租税協約第 2 条第 2 項内容により「使用」の意味は租税が決定される締約国である韓国

の法律によって解釈しなければならない。これに関して旧法人税法第 93 条第 8 号内容後文は、国内未登録特許権が国内製造・販売等に使用

される場合には、国内登録有無に関係なく国内で使用されたものとみなすと規定している。ここで「使用」は独占的効力を持つ特許権自体を使用

するのではなく、その特許権の対象になる製造方法・技術・情報等（以下、「特許技術」）を使用するという意味とみなすべきである。従って、国

内未登録特許権の特許技術が国内で使用されたならば、その対価である使用料所得は国内源泉所得に該当する。（…） 
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韓米租税協約第 14 条第 4 項第 a 号の「使用」は単に「特許」にのみ個別的に分離され対応するものでなく、この条項に提示された無形資産一

切に総体的・包括的に対応する概念である。この条項は著作権、特許、意匠、新案、図面、秘密工程、秘密公式、商標およびこれに類似した財

産・権利、知識、経験、技能等の様々な無形資産を列挙している。この中には、特許、意匠、新案等のように登録を権利の発生要件とする無形

資産もあるが、著作権、秘密工程、知識、技能等のようにそうでない無形資産もある。このような無形資産一切に共通的に適用できる意味の「使

用」は、登録を通じて独占的効力を持つようになった権利自体の「使用」ではなく、無形資産を構成する技術や情報等の「使用」である。（…） 

 

特許権の属地主義は、特許権の効力発生地又は侵害地に関する原則であるだけで、特許技術の使用地と直接関わっている原則ではない。つま

り、特許権自体は登録された国内でのみ効力を持ち、この効力範囲内で侵害されるだけだが、その特許技術は特許登録の有無や登録国と関係

なくどこでも使用できる。（…） 

 

ロ. 判例の変更 

これとは異なり、特許権の属地主義に基づき、韓米租税協約第 6 条第 3 項、第 14 条第 4 項の特許の「使用」の意味を「特許権の効力が及ぶ

国内での実施」と解釈し、国内未登録特許権の国内使用を観念できないと判断した最高裁判所 1992.5.12.宣告 91 ヌ 6887 判決、（…）、最

高裁判所 2022.2.24.宣告 2019 ドゥ 47100 判決等は、この判決の見解と相反する範囲内ですべて変更することとする。 

 

ハ. この事件に対する判断 

原審は、該当使用料が国内未登録特許権に対するものであるという理由だけで、その特許技術が国内での製造・販売等に事実上使用されたか

否かを確認しないまま、直ちに国内源泉所得に該当しないと判断した。このような原審の判断には韓米租税協約上の国内未登録特許権に対する

使用料の国内源泉所得該当有無に関する法理を誤解したあまり、必要な審理を行わなかったため、判決に影響を及ぼした誤りがある。 

 

  



 

 

デロイト安進会計法人 

Japanese Services Group（JSG） 
 

私どもデロイト安進会計法人は、全世界的な組織である Deloitte Touche Tohmatsu LLC（以下、「DTT」又は「デ

ロイト」）のメンバーファームとして DTT のノーハウとデータベースを共有し、他のメンバーファームとの協力体制の下で顧客の

ニーズにお応えする様々なサービスを提供しています。 

なお、弊法人は DTT の日系企業向けの専門組織である JSG（Japanese Services Group）の一員として韓国に進

出する日系企業に対して専門化したサービスを提供する、「デロイト安進会計法人 JSG」を有しています。 

デロイト安進会計法人 JSG は、日本語によるコミュニケーションだけでなく、該当分野で豊かな経験と知識を持つ人材
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JSG のサービス内容については、ウェブサイト（韓国での日系企業向けサービス）をご参照ください。 

当ニュースレターについて、ご質問事項などがございます場合は次の担当者までご連絡ください。 

 

担当者 ： 徐正旭（Seo, Jung Wook）/ TEL +82-2-6676-1871 / juseo@deloitte.com 

李志殷（Lee, Ji Eun）/ TEL +82-2-6138-6680 / JiEunLee1@deloitte.com 

 

ニュースレターに掲載されている内容及び意見は、一般的な情報提供のみを目的とし、安進会計法人の公式的な意見を述べるものではありませ
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